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洪水の危険！
北秋田地域振興局河川砂防課10186－62－3111問

河川が雪でふさがると、融雪時に洪水を引き起こすことがあります。
河川には無許可で雪を捨てないでください。

建
築
基
準
法
に
よ
り
、
建
物
を

建
て
る
場
合
は
事
前
に
確
認
申
請

書
を
提
出
し
て
、
確
認
済
証
の
交

付
を
受
け
な
け
れ
ば
着
工
で
き
ま

せ
ん
。

ま
た
、
工
事
完
了
時
に
は
完
了

検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
課(

内
線
３
４
２)

対
象
と
な
る
軽
自
動
車
な
ど

①
４
月
１
日
現
在
で
、
身
体
障
害

者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳(

通
院
医
療
費
の
公
費

負
担
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の)

の
交
付
を
受
け
て
い
る

か
た
で
、
本
人
が
所
有
し
て
い

る
軽
自
動
車
な
ど
。

※
た
だ
し
、
障
害
の
区
分
、
級
別

に
よ
っ
て
は
、
該
当
し
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
な
お
、
身
体
障
害
者
が
18
歳
未

満
ま
た
は
精
神
障
害
者
の
場
合

は
、
家
族
の
か
た
の
名
義
の
も

の
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
本
人
が
運
転
す
る
軽
自
動
車
な

ど
。

家
族
な
ど
同
じ
生
計
の
か
た

や
、
障
害
者
の
み
で
構
成
さ
れ

て
い
る
世
帯
に
属
す
る
身
体
障

害
者
な
ど
を
常
時
介
護
す
る
か

た
が
運
転
す
る
軽
自
動
車
な
ど

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
複
数
の
車
両
を
有
し
て
い
る
場

合
、
身
体
障
害
者
な
ど
１
人
に

付
き
１
台
が
対
象
で
す
。

※
障
害
者
が
通
院
、
通
学
、
通

所
、
仕
事
の
た
め
に
使
用
す
る

車
に
限
り
ま
す
。

締
め
切
り

５
月
24
日(

水)

税
務
課(

内
線
２
１
２)

市
で
は
、
在
宅
で
常
時
特
別
な

介
護
を
必
要
と
す
る
重
度
の
障
害

の
あ
る
か
た
に
、
各
種
手
当
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

障
害
の
種
類

視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
、
肢
体

不
自
由(

手
足
の
障
害)

、
内
部

障
害(

心
臓
機
能
障
害
、
じ
ん

臓
機
能
障
害
な
ど)
、
知
的
障

害
、
精
神
障
害

※
身
体
障
害
手
帳
な
ど
の
有
無
は

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

福
祉
課(

内
線
４
１
０)

５
月
は
軽
自
動
車
税
、
固
定
資

産
税
第
１
期
の
納
期
で
す
。

ま
た
、
市
税
な
ど
の
滞
納
整
理

強
化
月
間
で
す
。
固
定
資
産
税
、

市
県
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民

健
康
保
険
税
及
び
介
護
保
険
料
な

ど
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
も
う
一

度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。
も
し
納

め
忘
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
至
急
納

め
て
く
だ
さ
い
。

収
納
課(

内
線
２
２
５)

お
子
さ
ん
を
預
け
て
自
分
の
趣

味
の
時
間
を
持
ち
ま
せ
ん
か
。
女

性
セ
ン
タ
ー
の
講
座
・
サ
ー
ク
ル

を
利
用
し
て
い
る
間
、
託
児
室
で

専
任
の
保
育
士
が
お
子
さ
ん
の
お

世
話
を
し
ま
す
。(

毎
週
月
〜
金

曜
日)

対
象
児

満
２
歳
〜
就
学
前
の
幼
児

女
性
セ
ン
タ
ー

1
49
―
７
０
２
８

秋
田
わ
か
杉
国
体
大
館
市
実
行

委
員
会
で
は
、
１
年
半
後
に
迫
っ

た
国
体
の
当
市
で
開
催
す
る
競
技

の
Ｐ
Ｒ
と
、
お
知
ら
せ
な
ど
を
い

ち
早
く
お
伝
え
で
き
る
よ
う
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

U
R
L
:http://w

w
w
.city.odate.

akita.jp/kokutai/

国
体
推
進
室

1
48
―
７
７
９
９

問 申
・
問

問

申
・
問

申
・
問

問
建
築
確
認
と
完
了
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い

障
害
者
の
軽
自
動
車
税
を

減
免
し
ま
す

昨年秋田県では24件の林野火災が発生し、多くの大切
な自然が失われています。主な出火原因は「たき火」
で、この大切な自然を守るため一人ひとりが火の取り扱
いに注意しましょう。

実施期間 ４月１日～５月31日

注意事項

①入林時のたばこの吸いがらは、

完全に消火し投げ捨てないようにしましょう。

②強風時及び乾燥時には枯れ草焼きをしないようにし

ましょう。

③焼却場所を離れるときは完全に消火し、火が消えた

ことを確認しましょう。

④火遊びはしないようにしましょう。

障
害
者
手
当
を
支
給
し
ま
す

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

女
性
セ
ン
タ
ー
の
「
託
児

室
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
わ
か
杉
国
体
」
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た

山菜採りが盛んな季節になりましたが、
この時期は遭難事故が集中します。
万一、遭難した場合には、捜索に多額
の費用が掛かるだけでなく、家族を始め
数多くの方々に心配を掛けることになり
ます。目先の収穫よりも早めの下山を心掛け、遭難事
故には十分に注意しましょう。

○入山されるかたは、次の点を必ず守ってください。
・１人で山に入らない。
・家族に行き先と、帰宅予定時間を知らせる。
・同行者と常に声を掛け合う。
・万一に備えて食料、雨具、マッチなどを持つ。
・明るいうちに早めに下山する。
・道に迷ったら、歩き回らずに救助を待つ。


